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加
と
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
が
、
皆
さ

ん
が
日
々
安
心
し
て
病
院
に
か
か
れ

る
よ
う
、
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願

い
い
た
し
ま
す
。

国
保
税
の
納
税
義
務
者
は

世
帯
主
で
す

　

国
保
に
は
、
扶
養
の
概
念
が
な
く
、

世
帯
単
位
で
加
入
し
ま
す
。
世
帯
主

が
国
保
に
加
入
し
て
い
な
い
場
合
で

も
、
納
税
義
務
者
は
世
帯
主（
※
擬

制
世
帯
主
）と
な
り
ま
す
。
国
保
に

関
連
す
る
通
知
な
ど
も
世
帯
主
あ
て

に
発
送
さ
れ
ま
す
。

※
国
保
被
保
険
者
の
属
す
る
世
帯

で
、
世
帯
主
が
国
保
未
加
入
の
世
帯

を
「
擬
制
世
帯
」
と
い
い
、
世
帯
主

を
「
擬
制
世
帯
主
」
と
い
い
ま
す
。

国
民
健
康
保
険
税
の
税
率
が
変
わ
り
ま
す

国
民
健
康
保
険
税（
以
下
、
国
保
税
）は
、
加
入
者
の
皆
さ
ん
が
病
気
や
け
が
を
し

た
と
き
病
院
で
の
医
療
費
や
保
険
の
給
付
に
あ
て
ら
れ
ま
す
。
国
保
税
は
国
民
健
康

保
険（
以
下
、
国
保
）制
度
を
支
え
る
大
き
な
財
源
で
す
。
現
在
、
本
町
の
国
保
財

政
は
大
変
厳
し
い
状
況
に
あ
り
、
令
和
元
年
度
の
国
保
税
率
は
引
き
上
げ
を
行
う
こ

と
と
な
り
ま
し
た
。

な
ぜ
国
保
税
率
が

引
き
上
げ
に
な
る
の
？

　　

こ
れ
ま
で
国
保
は
市
町
村
単
位
で

運
営
さ
れ
て
き
ま
し
た
が
、
国
保
財

政
の
安
定
化
、
医
療
制
度
の
充
実
の

た
め
、
昨
年
度
か
ら
都
道
府
県
も
国

保
の
運
営
を
担
う
こ
と
に
な
り
、
国

保
財
政
の
主
体
は
市
町
村
か
ら
県
に

変
わ
り
ま
し
た
。
新
制
度
で
は
、
県

内
の
各
市
町
村
が
国
保
の
運
営
に
必

要
な
納
付
金
を
県
に
支
払
う
代
わ
り

に
、
市
町
村
の
医
療
費
の
支
払
い
に

必
要
な
額
は
県
か
ら
交
付
さ
れ
る
形

に
な
り
ま
し
た
。

　

本
町
で
は
昨
年
度
、
制
度
改
正
に

よ
る
急
激
な
負
担
増
と
な
ら
な
い
よ

う
配
慮
し
た
税
率
を
設
定
し
て
い
ま

し
た
が
、
納
付
金
額
が
予
想
を
上
回

り
町
の
国
保
財
政
だ
け
で
は
足
り
ず

借
り
入
れ
を
行
う
な
ど
し
て
不
足
分

を
補
っ
て
い
ま
し
た
。
本
年
度
は
借

り
入
れ
な
ど
に
よ
ら
ず
財
源
を
確
保

す
る
た
め
、
保
険
税
率
の
引
き
上
げ

を
実
施
し
ま
し
た
。

　

被
保
険
者
の
皆
さ
ん
に
は
負
担
増

令和元年度国民健康保険税率表
課税方法 医療保険分 後期高齢者支援分 介護保険分

①所得割額
国保加入者の平成 30 年中の基準総所
得金額に対し、右の割合を乗じた金額

7.64％
（6.2％）

2.56％
（2.0％）

2.33％
（1.4％）

②均等割額 国保加入者１人ごとに課税される金額
27,200 円

（21,300 円）
9,000 円

（6,400 円）
10,300 円
（6,200 円）

③平等割額 １世帯ごとに課税される金額
20,800 円

（17,800 円）
6,900 円

（5,400 円）
5,300 円
（4,000 円）

①②③の合計額が令和元年度の国保税額となります。
ただし、右の金額が賦課限度額となり、それ以上に課
税されることはありません。

61 万円
（58 万円）

19 万円
（19 万円）

16 万円
（16 万円）

※「基準総所得金額」とは、平成 30 年中の総所得金額の合計額から 33 万円（基礎控除）を控除した金額をいいます。
※世帯内の国保加入者の所得割額、均等割額、平等割額（世帯）の合計が世帯での国保税額になります。また、加入者の年齢によって
　課税される区分が変わります。

40 歳未満 医療保険分＋後期高齢者支援分
40歳以上 65 歳未満 医療保険分＋後期高齢者支援分＋介護保険分
65歳以上 75 歳未満 医療保険分＋後期高齢者支援分＋介護保険料（※）

※ 65 歳以上の人の場合、介護保険料は、原則として年金から天引き

※（　）内は平成 30年度の税率異
動
の
届
け
出
は

お
早
め
に
！

　

異
動
（
加
入
・
脱
退
な
ど
）
が
あ
っ

た
場
合
は
、
異
動
が
あ
っ
た
日
か
ら

14
日
以
内
に
役
場
に
届
け
出
て
く
だ

さ
い
。
世
帯
に
異
動
が
あ
っ
た
場
合

は
、
届
け
出
の
あ
っ
た
翌
月
に
新
た

な
国
保
税
を
計
算
し
、
税
額
の
通
知

（
変
更
通
知
）を
送
付
し
ま
す
。

　

ま
た
、
他
の
健
康
保
険
に
加
入
し

た
場
合
な
ど
も
、
国
保
脱
退
の
届
け

出
が
必
要
で
す
。

所
得
の
申
告
を

忘
れ
ず
に
！

　

国
保
税
の
決
定
や
軽
減
、
入
院
時

の
食
事
代
、
※
高
額
療
養
費
の
算
出

に
あ
た
っ
て
は
、
国
保
加
入
者（
擬

制
世
帯
主
を
含
む
）全
員
の
所
得
申

告
が
必
要
で
す
。

　

高
額
療
養
費
は
世
帯
単
位
で
計
算

さ
れ
ま
す
の
で
、
国
保
加
入
者
の
中

に
１
人
で
も
未
申
告
の
人
が
い
る
と

上
位
所
得
者
に
み
な
さ
れ
て
計
算
さ

れ
ま
す
。
申
告
を
し
て
い
な
い
人
が

い
る
世
帯
は
必
ず
申
告
を
し
て
く
だ

さ
い
。

　

な
お
、
世
帯
の
所
得
合
計
額
が
一

定
基
準
以
下
の
と
き
に
は
、
国
保
税

が
軽
減
さ
れ
ま
す
。

※
医
療
機
関
や
薬
局
の
窓
口
で
支

払
っ
た
額
が
、
暦
月（
月
の
初
め

か
ら
終
わ
り
ま
で
）で
一
定
額（
自

己
負
担
限
度
額
）を
超
え
た
場
合
に
、

そ
の
超
え
た
金
額
が
後
日
支
給
さ
れ

る
制
度
で
す
。

保
険
証
の
再
交
付
に
は

１
週
間
か
か
り
ま
す

　

保
険
証
を
紛
失
し
て
し
ま
っ
た
と

き
は
、
町
民
生
活
課
窓
口
で
再
交
付

手
続
き
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

な
お
、
保
険
証
が
再
交
付
さ
れ
る

ま
で
に
は
１
週
間
ほ
ど
か
か
り
ま
す
。

　

再
交
付
申
請
の
際
に
、
引
換
書
を

お
渡
し
し
、
１
週
間
後
に
保
険
証
と

引
換
書
を
交
換
し
ま
す
。
申
請
か
ら

再
交
付
ま
で
の
間
に
医
療
機
関
に
か

か
り
た
い
場
合
、
申
請
者
が
国
保
の

加
入
者
で
あ
る
証
明
書
を
お
渡
し
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
の
で
、
窓
口
に

申
し
出
て
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
保
険
証
の
再
交
付
申
請
に

は
、
印
鑑
が
必
要
に
な
り
ま
す
の
で
、

必
ず
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

▼
問
い
合
わ
せ
先

町
民
生
活
課　

国
保
年
金
係

☎（
62
）２
１
１
４

医療費を大切にしましょう
　医療費は近年増加傾向にあり、医療費が
増えると国保の財政が圧迫されるため国保
税の引き上げを行わなければなりません。
　医療費増加の主な原因としては、
①超高齢化社会の進行により病院にかかる
　機会が多いお年寄りが増えた
②医療技術の進歩により診療にかかる費用

○「はしご受診」や「重複受診」は控えましょう
　同じ病気で複数の病院にかかると医療費が高額になるだけでなく、薬によるトラブルを
　招く可能性があります。
○緊急時以外の時間外・休日受診はなるべくさけましょう
　時間外・休日に受診すると、別料金が追加されることがあります。
○生活習慣を見直し、定期的に健診を受けるなどして健康管理をしましょう
　健康診断による早期発見、早期治療をすることで病気を重症化させないようにすること
　が大切です。
○ジェネリック医薬品を活用しましょう　
　ジェネリック医薬品の価格は、新薬の２～７割程度のものが多く、ジェネリック医薬品
　を選ぶことで自己の負担を減らし、また医療費全体も抑えることができます。

　が増えている
③生活習慣病が増え、長期治療が必要にな
　り医療費がかさんでいる　などが考えら
れます。
　今後も医療費は増加していくと予想され
ますが、一人一人のちょっとした心掛けで
上昇を抑えることができます。

医療費節約のためのポイント！


